
下記のとおり高崎市簡易一般競争入札（事後審査方式）を行うので、地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の６及び高崎市契約規則（昭和３９年高崎市規則

第１６号）第４条の規定に基づき公告する。

令和８年６月１８日

高崎市長 富 岡 賢 治

記

１ 対象工事 別紙を参照すること（２件）。

２ 入札参加形態

特定建設工事共同企業体又は単体による参加。

３ 入札参加要件

Ａ 特定建設工事共同企業体による参加の場合

（１）共同企業体の結成要件

① 構成員数は２者とし、共同企業体の代表者（以下「代表者」という。）１者と代表

者以外の構成員１者の組み合わせとする。

② 共同企業体の結成は自由意志による自主結成方式とする。ただし、共同企業体の

構成員は、一つの案件において同時に他の共同企業体の構成員になることはできな

い。

③ 共同企業体の構成員の出資比率は３０パーセント以上とする。

④ 代表者の出資比率は、構成員中最大とする。

（２）共同企業体の構成員の参加資格要件

① 共通事項

ア 地方自治法施行令第１６７条の４第１項の規定に該当しない者及び同条第２項

の規定に基づく市の入札制限を受けていないこと。

イ 高崎市競争入札参加資格者指名停止措置要綱（平成１６年高崎市告示第２８８

号）の規定に基づき、指名停止期間中でないこと。

ウ 本市の令和８・９年度建設工事入札参加資格の当該工種において市内業者とし

て認定を受けていること。

エ 建設業法（昭和２４年法律第１００号）に基づく当該工種について、建設業の

許可を受けていること。

オ 当該工種において、建設業法第２７条の２３の規定により、直前の決算に基づ

く経営事項審査を受け、当該経営事項審査に係る総合評定値通知書が有効期間内

であること。

カ 当該工種に係る監理技術者又は主任技術者（申請日前３ヶ月以上継続して雇用

している者に限る。また、監理技術者の場合は、監理技術者資格者証の交付を受

けている者で、監理技術者講習を修了していること。）の配置については別紙を

参照すること。

キ 高崎市暴力団排除条例（平成２４年高崎市条例第７２号）第２条第２号に規定



する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団員等でないこと。

ク 対象工事に係る設計業務等の受託者又は、当該受託者と資本若しくは人事面に

おいて関係がないこと。

ケ 同一の入札に参加しようとする者と資本若しくは人事面において関係がないこ

と。

コ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第

２２５号）に基づき手続開始の申立てがなされている者（手続開始決定後、資格

の再認定を受けた者を除く。）でないこと。

サ その他、工事ごとに定める要件を満たしていること。

② 代表者

工事ごとに定める。

③ 構成員

工事ごとに定める。

Ｂ 単体による参加の場合

３Ａ（２）①及び②と同じ

４ 入札参加申請書の提出期間、場所及び方法

この入札に参加を希望する者は、簡易一般競争入札（事後審査方式）参加申請書を次

のとおり提出しなければならない。また、特定建設工事共同企業体による参加を希望す

る者は、特定建設工事共同企業体協定書（甲）及び委任状を併せて提出しなければなら

ない。

５ その他

（１）この公告のほか、高崎市簡易一般競争入札（事後審査方式）共通事項及び高崎市建

設工事等競争入札等心得により入札を実施する。高崎市役所ホームページにおいて確

認すること。

URL https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/2869.html

（２）申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は

無効とする。

提出期間

令和８年６月１８日（木）から令和８年６月２５日（木）まで

（土曜日、日曜日及び祝日を除く）

午前９時から午後４時まで

（ただし、正午から午後１時までを除く、最終日は正午まで）

提出場所
高崎市高松町３５番地１ 高崎市役所契約課

電話 ０２７－３２１－１２１１（ダイヤルイン）

提出方法 申請書等は、持参するものとし、郵送又は電送によるものは認めない。


